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เรื่อง การแก้ไขปรับปรุงประเภทกิจการ 4.2.4 กิจการผลิตแผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์ 
และ/หรือชิ้นส่วนแผงแผงวงจรอิเล็กทรอนิกส ์

非公式訳 

投資委員会委員会布告 

第 Sor.4/2567 号 

件名：業種 4.2.4 回路基板および／またはその部品の製造の改定増補について  

―――――――――――――――――――――― 

 仏暦 2565 年（2022 年）12 月 8 日付投資委員会布告第 9/2565 号 件名：国家の発展に

とって重要な産業への投資奨励措置に引き続き、 

 タイ人および外国人事業家双方の PCB 製造者、製造工程において使用される原材料お

よび必要資材の製造者、およびサプライチェーンの重要な部分のサービスプロバイダーが電子

回路基板（Printed Circuit Board; PCB）の製造産業への投資に包括され、タイにおける PCB

産業のクラスターの形成および発展につなげるため、投資委員会は、仏暦 2520 年（1977 年）投

資奨励法第 16 条に基づいて以下を発布する。投資奨励を受ける業種を改定するために仏暦 2565

年（2022 年）12 月 8 日付投資委員会布告第 9/2565 号末尾のリストの業種 4.2.4 を廃止し、代

わりに以下の内容を使用する。 

 

業種 条件 恩典 

4.2.4 電子回路基板または電子

回路基板用原材料・必要資

材の製造 

4.2.4.1 高密度相互接続

（High Density 

Interconnect）のプリ

ント基板（Printed 

Circuit Board） 

4.2.4.2 大規模投資となるフ

レキシブルプリント基

板、多層プリント基板

の製造 

4.2.4.3 フレキシブルプリン

ト基板、多層プリント

基板の製造 

 

 

 

 

 

委員会が同意した機械投資および製造工程を有

すること。 

 

 

 

1.製造に使用する機械投資（設置費および試運

転費を含む）が 15 億バーツ以上であること。 

2.回路を形成する工程を有すること。 

 

回路を形成する工程を有すること。 

 

 

 

 

 

 

 

A2 

 

 

 

 

A2 

 

 

 

A3 

 

 

 

 



業種 条件 恩典 

4.2.4.4 プリント基板の製造 

4.2.4.5 重要な工程を含むプ

リント基板の製造の支

援 

 

 

 

 

 

 

 

4.2.4.6 銅張積層板（CCL）、

フレキシブル銅張積層

板（FCCL）、プリプレ

グ（Prepreg）のプリ

ント基板の製造に重要

な原材料の製造 

4.2.4.7 プリント基板の製造

用の原材料またはその

他の必要資材、例：ド

ライフィルム（Dry 

Film）、転写シート

（Transfer Film）、バ

ックアップボード

（Backup Board）など 

回路を形成する工程を有すること。 

1.プリント基板の製造において重要な工程を有

すること 

-ラミネート（Lamination） 

-穴あけ（Drilling） 

-メッキ（Plating） 

-ルーター加工（Routing） 

2.製造に使用する機械投資（設置費および試運

転費を含む）が 10 億バーツ以上の場合 

3.その他の場合 

 

1. 製造に使用する機械投資（設置費および試

運転費を含む）が 15 億バーツ以上の場合 

2.その他の場合 

 

 

 

 

 

B 

 

 

 

 

 

 

A4 

 

B 

 

A2 

 

A3 

 

 

 

B 

  尚、只今より有効とする。 

 

   発布日 仏暦 2567 年（2024 年）4 月 22 日 

 

     パーンプリー・パヒターヌコーン 

        副首相 

        投資委員会委員長 


